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議案第１１号

向日市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例の一部改正について

向日市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例

向日市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例（平成２４年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「並びに第１１５条の１２第２項第１号」を「、第１１

５条の１２第２項第１号並びに第１１５条の２２第２項第１号」に

改める。

第３条の次に次の１条を加える。

（指定介護予防支援事業の申請者の資格）

第４条 法第１１５条の２２第２項第１号の規定により条例で定め

る者は、法人である者とする。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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〈参 考〉

向日市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３ 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）第７８条の２第１項及び第４ 号。以下「法」という。）第７８条の２第１項及び第４

項第１号、第１１５条の１２第２項第１号並びに第１１ 項第１号並びに第１１５条の１２第２項第１号

５条の２２第２項第１号の規定に基づき、指定地域密着 の規定に基づき、指定地域密着

型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものと 型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものと

する。 する。

（指定介護予防支援事業の申請者の資格）

第４条 法第１１５条の２２第２項第１号の規定により条

例で定める者は、法人である者とする。


